
京都市歴史的風致維持向上計画の平成２９年度末変更について

市町村名： 京都市

章
変更後

ページ（２段組）
変更後

ページ（１段組）
変更前
ページ

変更内容 変更理由

― 表紙 表紙 表紙 認定年月の変更 時点修正
P総－2,3 P総－4 P総－4 (1)京都市における分野別計画「エ　文化に関する計画」の追記 時点修正
P総－3 P総－5 P総－4 (1)京都市における分野別計画「オ　産業に関する計画」の追記 時点修正
P総－4 P総－6 P総－5 (1)京都市における分野別計画「キ　観光に関する計画」の追記 時点修正

P総－4,5 P総－6,7 P総－5,6 (2)計画策定の目的と役割の追記 時点修正
P総－7 P総－10 P総－9 H29年3月の変更認定よりあとの経過を追加 時点修正
P総－11 P総－17 P総－17 庁内連携体制の修正 時点修正
P1－23 P1－36 P1－36 (5)文化財の分布　ア　京都市の重要文化財建造物等の概要の時点修正 時点修正

P1－23 P1－38 P1－38
(5)文化財の分布　イ　京都市の重要文化財建造物等以外の文化財の概要の時点及び
件数修正，未指定文化財登録等制度及び登録等件数の掲載

時点修正

P1－24 P1－39 P1－39 図1-19　京都市の府・市指定文化財等分布図への新規指定分追加 時点修正
P1－25 P1－40 P1－40 図1-20　京都市における国の登録有形文化財（建造物）分布図への新規指定分追加 時点修正
P3－2 P3－3 P3－3 規制地区面積等の記載時点の修正 時点修正

P3－7,8 P3－10,11 P3－10,11 ２ ウ(ｴ)「歴史的細街路の維持のための建築基準法第４２条第３項の活用」の追記 施策の時点修正
P3－8 P3－11 P3－11 ２ ウ(ｶ)「京町家の保全及び継承に関する条例の活用」の追加 施策の時点修正（新規施策の追加）
P3－10 P3－14 P3－14 屋外広告物規制区域等面積の修正 時点修正
P3－14 P3－20～22 P3－19,20 ３ (1)歴史的建造物の課題の記載を追加 時点修正
P3－20 P3－29,30 P3－28,29 ４ (1)上位計画の修正 時点修正

P4－4 P4－5 P4－5
図4-1　「市街地形成の変遷」と重点区域図への新規指定分追加及び重点区域境界の
修正

区域境界線の修正

P4－5 P4－6 P4－6
図4-2　「国指定文化財の分布と重点区域図への新規指定分追加及び重点区域境界の
修正

区域境界線の修正

P4－6 P4－7 P4－7
図4-3　「国の登録有形文化財（建造物）の分布」と重点区域図への新規指定分追加及
び重点区域境界の修正

区域境界線の修正

P4－7 P4－8 P4－8
図4-4　「京都市の府・市指定文化財等の分布」と重点区域図への新規指定分追加及び
重点区域境界の修正

区域境界線の修正

P4－8 P4－9 P4－9
図4-5　「美観地区，美観形成地区及び建造物修景地区に関する指定概要図」と重点区
域図の重点区域境界の修正

区域境界線の修正

P4－9 P4－10 P4－10 ４ (1)歴史的市街地地区重点区域面積及び区域図の変更

これまで歴史的市街地地区の区域境界は一律に美観地区
の境界を区域界としていたが，産寧坂伝統的建造物保存地
区（重伝建地区）周辺の住居系の地域については，重伝建
地区と一体的に市街化が進められてきた区域であり，今後も
歴史的風致の維持向上を図るための施策を重点的かつ一
体的に推進する必要があると判断し，法定協議会でも同意
を得られたことから，重伝建地区周囲の第二種住居地域界
（風致地区第２種地域及び第３種地域界）を重点区域境界に
今回見直す

P4－10 P4－12 P4－12 ４ (1)当該地区に含まれる風致地区の追加 区域境界線の修正
P4－11 P4－13 P4－13 図4-7　「景観規制図」と重点地域図の重点区域境界の修正 区域境界線の修正
P4－14 P4－19 P4－19 国指定選定以外の文化財の京都市，地区内指定・登録件数の修正 時点修正
P4－14 P4－20 P4－20 景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の修正 時点修正

P4－20 P4－30 P4－30
国指定以外の文化財の京都市，地区内指定件数の修正
景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の修正

時点修正

P4－22 P4－34 P4－34 国指定以外の文化財の京都市，地区内指定件数の修正 時点修正
P4－22 P4－35 P4－35 景観法，市条例関連の京都市，地区内指定件数の修正 時点修正
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P5－7 P5－11 P5－11 ４ (2)「歴史的細街路の維持のための建築基準法第４２条第３項の活用」の追記 施策の時点修正
P5－7 P5－11 P5－11 ４ (3)「歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」の追記 施策の時点修正（施策の追加忘れ）
P5－8 P5－11,12 P5－11 ４ (4)「京町家の保全及び継承に関する条例の活用」の追加 施策の時点修正（新規施策の追加）
P7-8 P7-12,13 P7-12,13 ２ (1)道路修景事業　エ「清水地区周辺整備」事業名称及び支援事業の変更 支援事業の変更
P7-9 P7-14,15 P7-14,15 ２ (2)無電柱化等事業 時点修正
P7-20 P7-30 P7-30 ２ (9)都市公園事業「名勝円山公園再整備事業」 時点修正

P7-32,33 P7-49,50 P7-49,50 ３ (1)歴史的建造物の保全・再生事業　ケ「京町家耐震診断・耐震改修に関する事業」 時点修正
P7-35 P7-53 P7-53 ３ (1)歴史的建造物の保全・再生事業　キ「京町家まちづくり調査」 時点修正

P7-39,40 P7-58 P7-58 ３ (3)良好な景観の誘導 時点修正
P7-42 P7-60 P7-60 ３ (4)まちの活性化，魅力の発信事業　ウ「岡崎地域活性化の推進」 時点修正

P7-48 P7-68,69 P7-68,69
３ (5)文化財・伝統文化等の保全・活性化事業　ア「伝統産業」(ｲ)「伝統産業の日」関連
事業

時点修正

P7-52 P7-74,75 P7-74,75
３ (5)文化財・伝統文化等の保全・活性化事業　イ「伝統文化」(ｱ)五感で感じる和の文化
事業，(ｲ)京都文化祭典事業，(ｳ)市民狂言会

時点修正

P7－56 P7－81 P7－81 ３ (6)世界歴史都市連盟を通した京都の魅力発信 時点修正
P8－1 P8－1 P8－1 指定方針への「京都市京町家保全・継承条例に基づく個別指定京町家」追加 新規施策の追加に伴う変更

P8－2 P8－2 P8－2
指定及び候補一覧内の「景観重要建造物」及び「国登録文化財」追記
指定及び候補一覧の並び順変更（以下同じ）

記載もれ
当初は７章掲載の「歴史的町並み再生事業」の掲載順に指
定建造物を掲載していたが，本市の指定番号と整合しないこ
とから，並び順を統一することとした。

P8－12 P8－12 P8－15 指定及び候補一覧内の「景観重要建造物」及び「国登録文化財」追記 記載もれ

P8－13 P8－13 P8－16,17
指定及び候補一覧内の「景観重要建造物」及び「国登録文化財」追記
速水邸，山下邸，山中油店　米蔵，熊野神社，京都市本庁舎の追加

記載もれ
新規指定に伴う変更（写真，地図等の追加）

P8－14 P8－14 P8－17,18 金札宮，大西常商店，誉勘商店，松井邸，太田邸，下川邸の追加 新規指定に伴う変更
P8－14,15 P8－14,15 P8－18,19 植良邸，田中邸，高田邸，石田邸，金翠堂の追加 指定候補の追加に伴う変更

全体 ― ― 掲載順の変更
「歴史的風致維持向上計画データベース」の掲載
番号と齟齬があったため

全体 ― ― ― 一段組から二段組への構成変更 表示の変更
P別表－9 P別表－19 P別表－19 史跡23の名称変更 指定名称の変更に伴う変更
P別表－20 P別表－41 P別表－41 市指定有形文化財の追加 指定追加に伴う変更

P別表－20,21 P別表－42～45 P別表－42,43 市指定登録記念物の表タイトルの細分化 表示の変更
P別表－30 P別表－60,61 P別表－59 国登録有形文化財の追加 指定追加に伴う変更

P別表－31,32 P別表－64～66 ― 京都市京都を彩る建物や庭園制度認定建造物の追加 新規制度による認定追加に伴う変更
P別表－33～37 P別表－67～75 ― 府指定・暫定登録文化財（建造物）の追加 新規制度による登録追加に伴う変更

― ― ― 表全体の構成変更（word表からexcel表へ） 表示の変更
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